
○
財
務
省
告
示
第
百
七
十
七
号

中
華
人
民
共
和
国
産
並
び
に
台
湾
、
澎
湖
諸
島
、
金
門
及
び
馬
祖
か
ら
成
る
独
立
の
関
税
地
域
産
ニ
ッ
ケ
ル
系
ス
テ
ン
レ
ス

ほ
う

冷
延
鋼
帯
及
び
冷
延
鋼
板
に
対
す
る
関
税
定
率
法
第
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査
開
始
の
件
（
令
和
七
年
七
月
二
十
二
日
財

務
省
告
示
第
百
九
十
七
号
）
で
告
示
し
た
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
八
条
第
五
項
の
調
査
に
お
い

て
、
中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
地
域
及
び
マ
カ
オ
地
域
を
除
く
。
）
並
び
に
台
湾
、
澎
湖
諸
島
、
金
門
及
び
馬
祖
か
ら
成
る
独

立
の
関
税
地
域
か
ら
輸
出
さ
れ
る
ニ
ッ
ケ
ル
系
ス
テ
ン
レ
ス
冷
延
鋼
帯
及
び
冷
延
鋼
板
に
つ
い
て
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る

不
当
廉
売
が
さ
れ
た
貨
物
の
輸
入
の
事
実
及
び
当
該
輸
入
の
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
実
質
的
な
損
害
等
の
事
実
を
推
定
す
る
こ

と
に
つ
い
て
の
決
定
が
さ
れ
た
の
で
、
不
当
廉
売
関
税
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
六
号
）
第
十
三
条
の
二

の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

財
務
大
臣

片
山
さ
つ
き

一

調
査
の
対
象
と
な
る
貨
物
（
以
下
「
調
査
対
象
貨
物
」
と
い
う
。
）
の
品
名
、
銘
柄
、
型
式
及
び
特
徴

㈠

品
名

ニ
ッ
ケ
ル
系
ス
テ
ン
レ
ス
冷
延
鋼
帯
及
び
冷
延
鋼
板



㈡

銘
柄
及
び
型
式

冷
間
圧
延
を
し
た
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
の
フ
ラ
ッ
ト
ロ
ー
ル
製
品
（
ニ
ッ
ケ
ル
の
含
有
量
が
全
重
量
の

〇
・
六
％
を
超
え
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
成
分
を
含
有
す
る
か
し
な
い
か
、
厚
さ
、
幅
及
び
形
状
を
問
わ
ず
、
め
つ
き

し
、
被
覆
し
、
ク
ラ
ッ
ド
し
又
は
製
品
に
対
す
る
最
終
加
工
を
経
た
後
で
あ
っ
て
も
製
品
の
表
面
に
孔
を
開
け
て
あ
る
も

の
を
除
く
。
）
。
商
品
の
名
称
及
び
分
類
に
つ
い
て
の
統
一
シ
ス
テ
ム
（
Ｈ
Ｓ
）
の
品
目
表
第
七
二
一
九
・
三
一
号
、
第

七
二
一
九
・
三
二
号
、
第
七
二
一
九
・
三
三
号
、
第
七
二
一
九
・
三
四
号
、
第
七
二
一
九
・
三
五
号
、
第
七
二
一
九
・
九

〇
号
、
第
七
二
二
〇
・
二
〇
号
又
は
第
七
二
二
〇
・
九
〇
号
に
分
類
さ
れ
る
。

㈢

特
徴

鉄
に
一
〇
・
五
％
以
上
の
ク
ロ
ム
を
含
有
し
た
合
金
鋼
で
あ
り
、
耐
食
性
等
、
鋼
自
体
が
持
つ
機
能
性
と
製
造

方
法
か
ら
く
る
美
麗
で
清
潔
感
あ
る
意
匠
性
を
兼
備
す
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
様
々
な
需
要
分
野
で
使
用
さ
れ
る
鋼
で
あ

る
。

二

調
査
対
象
貨
物
の
供
給
者
及
び
供
給
国
又
は
地
域

㈠

調
査
当
局
が
知
り
得
た
中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
地
域
及
び
マ
カ
オ
地
域
を
除
く
。
以
下
「
中
国
」
と
い
う
。
）
の
供

給
者S

h
an
xi
T
aigan

g
S
tain

less
S
teel

C
o.,
L
td.

（
以
下
「S

h
an
xi
T
aigan

g

」
と
い
う
。
）

(1)



N
IN
G
B
O
B
A
O
X
IN

S
T
A
IN
L
E
S
S
S
T
E
E
L
C
O
.,
L
T
D
.

(2)
P
O
S
C
O

(Z
h
an
gjiagan

g
)
S
tain

less
S
teel

C
o.,
L
td.

（
以
下
「P

Z
S
S

」
と
い
う
。
）

(3)

Jian
gsu

Y
on
gjin

M
etal

T
ech

n
ology

C
o.,
L
td.

(4)

G
u
an
gdon

g
Y
on
gjin

M
etal

T
ech

n
ology

C
o.,
L
td.

（
以
下
「G

u
an
gdon

g
Y
on
gjin

」
と
い
う
。
）

(5)

S
h
an
gh
ai
S
T
A
L
P
recision

S
tain

less
S
teel

C
o.,
L
td.

(6)

S
h
an
xi
T
aigan

g
S
tain

less
S
teel

S
trip

C
o.,
L
td.

(7)

T
ian
jin

T
IS
C
O
&
T
P
C
O
S
tain

less
S
teel

C
o.,
L
td.

(8)

Q
in
gdao

P
oh
an
g
S
tain

less
S
teel

C
o.,
L
td.

(9)

G
an
su
Jiu

S
teel

G
rou

p
H
on
gxin

g
Iron

A
n
d
S
teel

(10)

S
h
an
don

g
T
aish

an
S
teel

G
rou

p
C
o.,
L
td.

(11)

S
h
an
don

g
T
aiji

N
ew

M
aterial

T
ech

n
ology

C
o.,
L
td.

(12)

S
h
an
don

g
T
aish

an
S
tain

less
S
teel

C
o.,
L
td.

(13)

G
u
an
gxi

B
eibu

G
u
lf
N
ew

M
aterials

C
o.,
L
td.

(14)



F
osh

an
C
h
en
gde

N
ew

M
aterial

C
o.,
L
td.

(15)
B
eicai

N
an
ton
g
M
etal

T
ech

n
ology

C
o.,
L
td.

(16)

B
aosteel

D
esh

en
g
S
tain

less
S
teel

C
o.,
L
td.

(17)

S
h
an
don

g
H
on
gw
an
g
In
du
strial

C
o.,
L
td.

(18)

F
U
JIA

N
H
O
N
G
W
A
N
G
IN
D
U
S
T
R
IA
L
C
O
.,
L
T
D
.

(19)

Y
an
gjian

g
H
on
gw
an
g
In
du
strial

C
o.,
L
td.

(20)

Z
h
aoqin

g
H
on
gw
an
g
M
etal

In
du
stry

C
o.,
L
td.

(21)

F
U
JIA

N
F
U
X
IN

S
P
E
C
IA
L
S
T
E
E
L
C
O
.,
L
T
D
.

(22)

Jian
gsu

D
elon

g
N
ickel

In
du
stry

C
o.,
L
td.

(23)

G
u
an
gh
an

T
ian

C
h
en
g
S
tain

less
S
teel

P
rodu

cts
C
om
pan

y
L
im
ited

(24)

G
u
an
gdon

g
R
u
n
xin

In
du
strial

In
vestm

en
t
C
o.,
L
td.

(25)

W
u
xi
S
h
u
oyan

g
S
tain

less
S
teel

C
o.,
L
td.

(26)

A
n
h
u
i
B
aoh

en
g
A
dvan

ced
M
aterial

T
ech

n
ology

C
o.,
L
td.

(27)



L
C
G
M
E
T
A
L
M
A
T
E
R
IA
L
C
O
.,
L
T
D
.

(28)
S
h
an
don

g
A
oxin

g
N
ew

M
aterial

T
ech

n
ology

C
o.,
L
td.

(29)

G
u
an
gdon

g
B
aojia

S
tain

less
S
teel

In
du
stry

C
o.,
L
td.

(30)

清
远
市
祥
麟
不
锈
钢
有
限
公
司

(31)

F
O
S
H
A
N
R
U
IQ
IA
N
G
S
T
E
E
L
C
O
.,
L
T
D
.

(32)

G
u
an
gdon

g
S
h
en
gxin

S
tain

less
S
teel

C
o.,
L
td.

(33)

F
u
zh
ou
H
aili

S
tain

less
S
teel

P
late

C
o.,
L
td.

(34)

C
h
an
gge

Y
u
lon
g
In
du
strial

C
o.,
L
td.

(35)

H
en
an
Jin
h
u
iw
eide

P
R
E
C
IS
IO
N
S
tain

less
S
teel

C
o.,
L
td.

(36)

F
osh

an
G
u
an
gfen

g
S
teel

C
o.,
L
td.

(37)

Z
h
ejian

g
Jian

h
en
g
In
du
stry

C
o.,
L
td.

(38)

F
u
jian

R
u
igan

g
M
etal

T
ech

n
ology

C
o.,
L
td.

(39)

L
ish
u
i
Y
ida

T
ech

n
ology

C
o.,
L
td.

(40)



O
K
A
Y
A

(B
E
IJIN

G
)
C
O
.,
L
T
D
.

(41)
O
K
A
Y
A

(S
H
A
N
G
H
A
I)
C
O
.,
L
T
D
.

(42)

Y
an
gjian

g
Z
u
n
xian

xin
g
M
etal

P
rocessin

g
C
o.,
L
td.

(43)

T
aiyu

an
Iron

an
d
S
teel

(G
rou

p
)
C
o.,
L
td.

(44)

S
h
an
gh
ai
Q
u
kin

S
teel

C
o.,
L
td.

(45)

X
u
zh
ou
Y
iyu
an
In
tern

ation
al
T
rade

C
o.,
L
td.

(46)

C
h
an
gzh

ou
M
ach

in
ery

&
E
qu
ipm

en
t
Im
p.
&
E
xp.

C
o.,
L
td.

(47)

S
h
an
gh
ai
D
elon

g
S
teel

G
rou

p
C
o.,
L
td.

(48)

T
sin
gsh

an
H
oldin

g
G
rou

p
C
o.,
L
td.

(49)

M
aru

ben
i-Itoch

u
S
teel

(S
h
an
gh
ai)

C
o.,
L
td.

(50)

Z
h
ejian

g
H
U
A
Y
E
S
tain

less
S
teel

C
o.,
L
td.

(51)

大
谷
金
属
加
工(

蘇
州)

有
限
公
司

(52)

T
aiyu

an
Iron

&
S
teel

(G
rou

p
)
C
o.,
L
td

.

(53)



G
u
an
gzh

ou
Iw
atan

i
T
radin

g
C
o.,
L
td.

(54)
H
an
w
a
(S
h
an
gh
ai)

M
an
agem

en
t
C
o.,
L
td.

(55)

G
u
an
gdon

g
L
ian
ch
an
g
M
etal

C
o.,
L
td.

(56)

広
東JE

R
A
Y

技
術
有
限
公
司

(57)

広
東
宏
旺
金
属
材
料
有
限
公
司

(58)

Y
on
gjin

(S
h
an
gh
ai)

E
n
terprise

M
an
agem

en
t
C
o.,
L
td.

(59)

T
IS
C
O
S
tain

less
S
teel

C
o.,
L
td.

(60)

M
IN
M
E
T
A
L
S
C
H
E
E
R
G
L
O
R
Y
L
IM
IT
E
D

(61)

青
郎
国
際

(62)

T
S
D
T
R
A
D
IN
G
C
O
.,
L
IM
IT
E
D

(63)

Iw
atan

i
C
orporation

(H
on
g
K
on
g
)
L
td.

(64)

多
賀
商
貿(

天
津)

有
限
公
司

(65)

B
aolai

S
teel

G
rou

p
C
o.,
L
td.

(66)



㈡

調
査
当
局
が
知
り
得
た
台
湾
、
澎
湖
諸
島
、
金
門
及
び
馬
祖
か
ら
成
る
独
立
の
関
税
地
域
（
以
下
「
台
湾
」
と
い

う
。
）
の
供
給
者

Y
ieh

U
n
ited

S
teel

C
orporation

（
以
下
「Y

U
S
C
O

」
と
い
う
。
）

(1)

W
alsin

L
ih
w
a
C
orporation

（
以
下
「W

alsin

」
と
い
う
。
）

(2)

T
an
g
E
n
g
Iron

W
orks

C
o.,
L
td.

(3)

T
A
IW
A
N
N
IP
P
O
N
P
R
E
C
IS
IO
N
S
T
R
IP
M
A
T
E
R
IA
L
C
O
.,
L
T
D
.

(4)

Y
u
an
L
on
g
S
tain

less
S
teel

C
orp.

(5)

T
u
n
g
M
u
n
g
D
evelopm

en
t
C
o.,
L
td.

(6)

C
h
in
a
S
teel

C
orporation

(7)

C
h
u
n
g
H
u
n
g
S
teel

(8)

Y
C
IN
O
X
C
O
.,
L
T
D
.

(9)

T
on
Y
i
In
du
strial

C
orp.

(10)

C
h
ien

S
h
in
g
S
tain

less
S
teel

C
o.,
L
td.

(11)



C
H
IA
F
A
R
IN
D
U
S
T
R
IA
L
F
A
C
T
O
R
Y
C
O
.,
L
T
D
.

(12)
Y
ieh

C
orporation

L
im
ited

(13)

Y
ieh

M
au

C
orp.

(14)

Jie
Jin

S
tain

less
S
teel

In
du
stry

C
o.,
L
td.

(15)

C
h
in
a
S
teel

G
lobal

T
radin

g
C
orporation

(16)

T
aiw

an
M
aru

ben
i-Itoch

u
S
teel

E
n
terprise

C
o.,
L
td.

(17)

S
IN
K
A
N
G
IN
D
U
S
T
R
IE
S
C
O
.,
L
T
D
.

(18)

S
H
IN
E
R
S
T
E
E
L
IN
T
E
R
N
A
T
IO
N
A
L
L
T
D
.

(19)

Y
U
E
N
C
H
A
N
G
S
T
A
IN
L
E
S
S
S
T
E
E
L
C
O
.,
L
T
D
.

(20)
㈢

供
給
国
又
は
地
域

中
国
及
び
台
湾

三

調
査
の
対
象
と
な
る
期
間

㈠

不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
事
実
に
関
す
る
事
項

令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
十
二
月
三

十
一
日
ま
で
（
た
だ
し
、
不
当
廉
売
関
税
等
に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特



定
貨
物
の
生
産
及
び
販
売
に
つ
い
て
市
場
経
済
の
条
件
が
浸
透
し
て
い
る
事
実
（
以
下
「
市
場
経
済
の
条
件
が
浸
透
し
て

い
る
事
実
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
生
産
者
の
会
社
設
立
の
時
か
ら
令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま

で
）

㈡

不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
が
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
実
質
的
な
損
害
等
の
事
実
に
関
す
る
事
項

令

和
四
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

四

調
査
に
よ
り
判
明
し
た
事
実
及
び
こ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
論

㈠

不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
事
実

不
当
廉
売
差
額
は
、
輸
出
国
に
お
け
る
消
費
に
向
け
ら
れ
る
調
査
対
象
貨
物
と
同
種
の
貨
物
の
通
常
の
商
取
引
に
お
け

る
価
格
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
価
格
の
加
重
平
均
（
以
下
「
正
常
価
格
」
と
い
う
。
）
と
、
本
邦
へ
の
輸
出
の
た
め
に
販

売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
価
格
の
加
重
平
均
（
以
下
「
輸
出
価
格
」
と
い
う
。
）
と
の
差
額
と
し
、
不
当
廉
売
差
額
を

輸
出
価
格
で
除
し
て
不
当
廉
売
差
額
率
を
算
出
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
不
当
廉
売
差
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
供

給
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
証
拠
に
基
づ
き
、
個
々
の
生
産
者
に
つ
い
て
算
出
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
正
常
価
格
に
つ

い
て
は
、
令
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
調
査
対
象
貨
物
の
生
産
者
が
市
場
経
済
の
条
件
が
浸
透
し
て
い
る
事
実



が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
中
国
と
比
較
可
能
な
最
も
近
い
経
済
発
展
段
階
に
あ
る
国

（
以
下
「
代
替
国
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
消
費
に
向
け
ら
れ
る
調
査
対
象
貨
物
と
同
種
の
貨
物
の
通
常
の
商
取
引
に
お

け
る
価
格
、
代
替
国
か
ら
輸
出
さ
れ
る
当
該
同
種
の
貨
物
の
輸
出
の
た
め
の
販
売
価
格
又
は
代
替
国
に
お
け
る
当
該
同
種

の
貨
物
の
生
産
費
に
当
該
同
種
の
貨
物
に
係
る
通
常
の
利
潤
並
び
に
管
理
費
、
販
売
経
費
及
び
一
般
的
な
経
費
の
額
を
加

え
た
価
格
の
い
ず
れ
か
の
価
格
（
以
下
「
代
替
国
価
格
」
と
い
う
。
）
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

イ

中
国
か
ら
輸
出
さ
れ
る
不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
事
実

供
給
者

（イ）
調
査
当
局
が
知
り
得
た
中
国
の
供
給
者
（
二
の
㈠
に
掲
げ
る
供
給
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
確
認
票
及

び
質
問
状
を
送
付
し
た
と
こ
ろ
、
九
者
か
ら
調
査
に
協
力
す
る
と
の
確
認
票
回
答
の
提
出
が
あ
っ
た
が
、
当
該
確
認
票

回
答
を
提
出
し
た
中
国
の
供
給
者
の
数
が
不
当
廉
売
差
額
を
個
別
に
決
定
す
る
こ
と
が
実
行
可
能
で
な
い
ほ
ど
多
い
こ

と
か
ら
、
調
査
当
局
は
、
標
本
抽
出
（
以
下
「
サ
ン
プ
リ
ン
グ
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
調
査
対
象
貨

物
の
本
邦
へ
の
輸
出
量
が
上
位
と
考
え
ら
れ
る
生
産
者
で
あ
るS

h
an
xi
T
aigan

g

及
びP

Z
S
S

を
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に

よ
る
調
査
対
象
者
と
し
て
選
定
し
た
。
市
場
経
済
の
条
件
が
浸
透
し
て
い
る
事
実
の
有
無
に
つ
い
て
は
、S

h
an
xi



T
aigan

g

か
ら
回
答
の
提
出
が
無
か
っ
た
た
め
、P

Z
S
S

に
加
え
て
、
当
該
事
実
の
有
無
に
限
り
、G

u
an
gdon

g

Y
on
gjin

を
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
よ
る
調
査
対
象
者
と
し
て
選
定
し
た
。
そ
の
他
の
六
者
の
う
ち
生
産
者
三
者
（
当
該
三

者
を
以
下
「
サ
ン
プ
リ
ン
グ
調
査
非
対
象
中
国
生
産
者
」
と
い
う
。
）
及
び
輸
出
者
三
者
は
当
該
調
査
対
象
者
と
し
て

選
定
し
な
か
っ
た
。
調
査
当
局
が
知
り
得
た
中
国
の
供
給
者
の
う
ち
そ
の
他
の
者
（
以
下
「
非
協
力
中
国
供
給
者
」
と

い
う
。
）
か
ら
は
回
答
の
提
出
が
な
く
、
調
査
に
協
力
し
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
た
。

正
常
価
格

（ロ）
正
常
価
格
の
算
出
に
当
た
り
、
調
査
対
象
貨
物
の
供
給
者
に
質
問
状
等
を
送
付
し
た
と
こ
ろ
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
及

び
現
地
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
中
国
の
生
産
者
が
市
場
経
済
の
条
件
が
浸
透
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に

示
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
正
常
価
格
算
出
の
た
め
に
代
替
国
価
格
を
用
い
る
こ

と
と
し
た
。

輸
出
価
格

（ハ）
輸
出
価
格
の
算
出
に
当
た
り
、S

h
an
xi

T
aigan

g

に
つ
い
て
は
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
及
び
現
地
調
査
の
結
果
を
踏

ま
え
、
質
問
状
に
対
す
る
回
答
を
輸
出
価
格
の
算
出
に
用
い
る
こ
と
と
し
た
。P

Z
S
S

に
つ
い
て
は
、
提
出
さ
れ
た
質



問
状
回
答
に
係
る
秘
密
扱
い
の
求
め
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
適
切
な
開
示
版
回
答
が
提
出
さ
れ
ず
、
当
該
回
答
を
証
拠

と
し
て
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
知
る
こ
と
が
で
き
た
事
実
に
基
づ
き
、
不
当
廉
売
差
額
率
を
算

出
す
る
こ
と
と
し
た
。

不
当
廉
売
差
額
率

（ニ）
正
常
価
格
と
輸
出
価
格
と
の
比
較
に
よ
り
不
当
廉
売
差
額
率
を
算
出
し
た
結
果
、S

h
an
xi

T
aigan

g

を
供
給
者
と

す
る
調
査
対
象
貨
物
の
不
当
廉
売
差
額
率
に
つ
い
て
は
三
十
三
・
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。P

Z
S
S

を
供
給
者
と

す
る
調
査
対
象
貨
物
の
不
当
廉
売
差
額
率
に
つ
い
て
は
申
請
者
が
申
請
書
に
お
い
て
主
張
す
る
不
当
廉
売
差
額
率
で
あ

る
四
十
五
・
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
適
用
し
た
。G

u
an
gdon

Y
on
gjin

及
び
サ
ン
プ
リ
ン
グ
調
査
非
対
象
中
国
生
産
者

を
供
給
者
と
す
る
調
査
対
象
貨
物
の
不
当
廉
売
差
額
率
に
つ
い
て
はS

h
an
xi
T
aigan

g

の
不
当
廉
売
差
額
率
と
同
率

を
適
用
し
た
。
非
協
力
中
国
供
給
者
及
び
調
査
当
局
が
知
り
得
な
か
っ
た
中
国
の
者
を
供
給
者
と
す
る
調
査
対
象
貨
物

の
不
当
廉
売
差
額
率
に
つ
い
て
は
、
知
る
こ
と
が
で
き
た
事
実
に
基
づ
き
算
出
す
る
こ
と
と
し
、P

Z
S
S

の
不
当
廉
売

差
額
率
と
同
率
を
適
用
し
た
。

結
論

（ホ）



以
上
か
ら
、
中
国
か
ら
輸
出
さ
れ
る
不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
事
実
が
推
定
さ
れ
た
。

ロ

台
湾
か
ら
輸
出
さ
れ
る
不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
事
実

供
給
者

（イ）
調
査
当
局
が
知
り
得
た
台
湾
の
供
給
者
（
二
の
㈡
に
掲
げ
る
供
給
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
確
認
票
及

び
質
問
状
を
送
付
し
た
と
こ
ろ
、
十
者
か
ら
調
査
に
協
力
す
る
と
の
確
認
票
回
答
の
提
出
が
あ
っ
た
が
、
当
該
確
認
票

回
答
を
提
出
し
た
台
湾
の
供
給
者
の
数
が
不
当
廉
売
差
額
を
個
別
に
決
定
す
る
こ
と
が
実
行
可
能
で
な
い
ほ
ど
多
い
こ

と
か
ら
、
調
査
当
局
は
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
調
査
対
象
貨
物
の
本
邦
へ
の
輸
出
量
が
上
位
と
考

え
ら
れ
る
生
産
者
で
あ
るY
U
S
C
O

及
びW

alsin

を
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
よ
る
調
査
対
象
者
と
し
て
選
定
し
た
。
そ
の

他
の
八
者
の
う
ち
生
産
者
五
者
（
当
該
五
者
を
以
下
「
サ
ン
プ
リ
ン
グ
調
査
非
対
象
台
湾
生
産
者
」
と
い
う
。
）
及
び

輸
出
者
三
者
は
当
該
調
査
対
象
者
と
し
て
選
定
し
な
か
っ
た
。
調
査
当
局
が
知
り
得
た
台
湾
の
供
給
者
の
う
ち
そ
の
他

の
者
（
以
下
「
非
協
力
台
湾
供
給
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
は
回
答
の
提
出
が
な
く
、
調
査
に
協
力
し
な
か
っ
た
と
認
め

ら
れ
た
。

正
常
価
格

（ロ）



正
常
価
格
の
算
出
に
当
た
り
、Y

U
S
C
O

に
つ
い
て
は
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
及
び
現
地
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
質

問
状
に
対
す
る
回
答
を
正
常
価
格
の
算
出
に
用
い
る
こ
と
と
し
た
。W

alsin

に
つ
い
て
は
、
現
地
調
査
の
結
果
、
質

問
状
に
対
す
る
回
答
の
正
確
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
知
る
こ
と
が
で
き
た
事
実
と
し
て
申

請
者
が
申
請
書
に
お
い
て
主
張
す
る
台
湾
に
お
け
る
調
査
対
象
貨
物
の
生
産
費
にW

alsin

か
ら
提
出
さ
れ
た
回
答
の

一
部
を
用
い
て
算
出
し
た
通
常
の
利
潤
並
び
に
管
理
費
、
販
売
経
費
及
び
一
般
的
な
経
費
の
額
を
加
え
た
価
格
を
正
常

価
格
と
し
た
。

輸
出
価
格

（ハ）
輸
出
価
格
の
算
出
に
当
た
り
、Y

U
S
C
O

及
びW

alsin

に
つ
い
て
は
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
及
び
現
地
調
査
の
結
果

を
踏
ま
え
、
質
問
状
に
対
す
る
回
答
を
輸
出
価
格
の
算
出
に
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

不
当
廉
売
差
額
率

（ニ）
正
常
価
格
と
輸
出
価
格
と
の
比
較
に
よ
り
不
当
廉
売
差
額
率
を
算
出
し
た
結
果
、Y

U
S
C
O

を
供
給
者
と
す
る
調
査

対
象
貨
物
の
不
当
廉
売
差
額
率
に
つ
い
て
は
三
・
八
六
パ
ー
セ
ン
ト
、W

alsin

を
供
給
者
と
す
る
調
査
対
象
貨
物
の

不
当
廉
売
差
額
率
に
つ
い
て
は
二
十
・
七
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
サ
ン
プ
リ
ン
グ
調
査
非
対
象
台
湾
生
産
者
を
供



給
者
と
す
る
調
査
対
象
貨
物
の
不
当
廉
売
差
額
率
に
つ
い
て
は
、Y
U
S
C
O

の
不
当
廉
売
差
額
率
と
同
率
を
適
用
し

た
。
非
協
力
台
湾
供
給
者
及
び
調
査
当
局
が
知
り
得
な
か
っ
た
台
湾
の
者
を
供
給
者
と
す
る
調
査
対
象
貨
物
の
不
当
廉

売
差
額
率
に
つ
い
て
は
、
知
る
こ
と
が
で
き
た
事
実
に
基
づ
き
算
出
す
る
こ
と
と
し
、W

alsin

の
不
当
廉
売
差
額
率

と
同
率
を
適
用
し
た
。

結
論

（ホ）
以
上
か
ら
、
台
湾
か
ら
輸
出
さ
れ
る
不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
事
実
が
推
定
さ
れ
た
。

㈡

不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
実
質
的
な
損
害
等
の
事
実

本
邦
に
お
け
る
調
査
対
象
貨
物
の
需
要
が
調
査
対
象
期
間
を
通
じ
て
減
少
す
る
中
、
調
査
対
象
期
間
に
お
い
て
、
不
当

廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
量
は
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
一
方
、
本
邦
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
同
種
の
貨
物
（
以

下
「
本
邦
産
同
種
の
貨
物
」
と
い
う
。
）
の
販
売
量
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
こ
れ
を
反
映
し
て
本
邦
産
同
種
の
貨
物
の
市

場
占
拠
率
は
低
下
し
た
。
不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
は
、
本
邦
産
同
種
の
貨
物
と
の
代
替
性
を
有
し
て
お
り
、

産
業
上
の
使
用
者
が
購
入
先
の
選
定
の
際
に
、
価
格
の
重
要
性
を
高
く
評
価
し
て
い
る
中
、
不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対

象
貨
物
は
、
本
邦
産
同
種
の
貨
物
の
国
内
販
売
価
格
を
下
回
る
価
格
で
輸
入
さ
れ
、
販
売
さ
れ
た
。
本
邦
の
産
業
に
お
い



て
は
、
本
邦
産
同
種
の
貨
物
の
販
売
先
を
維
持
又
は
確
保
す
る
べ
く
、
不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
を
引
き
合
い

と
し
た
価
格
に
関
す
る
要
求
に
応
じ
、
販
売
価
格
の
引
上
げ
の
抑
制
及
び
引
下
げ
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
製
造

原
価
の
上
昇
分
を
十
分
に
価
格
に
転
嫁
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
利
潤
の
低
下
が
も
た
ら
さ
れ
た
ほ
か
、
そ
の
他
の
指
標
も

悪
化
し
た
。
以
上
か
ら
、
不
当
廉
売
が
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
が
本
邦
の
産
業
に
対
し
、
実
質
的
な
損
害
を
与
え

た
と
推
定
さ
れ
た
。

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

㈠

調
査
に
よ
り
判
明
し
た
事
実
に
係
る
令
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
証
拠
の
提
出
又
は
令
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
意
見
の
表
明
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
期
限

イ

証
拠
の
提
出
に
つ
い
て
の
期
限

令
和
八
年
七
月
三
日

ロ

意
見
の
表
明
に
つ
い
て
の
期
限

令
和
八
年
七
月
三
日

㈡

上
記
㈠
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
証
拠
又
は
表
明
さ
れ
た
意
見
に
対
す
る
令
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
証
拠
の
提
出
又

は
令
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
表
明
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
期
限

イ

証
拠
の
提
出
に
つ
い
て
の
期
限

令
和
八
年
七
月
二
十
四
日



ロ

意
見
の
表
明
に
つ
い
て
の
期
限

令
和
八
年
七
月
二
十
四
日

㈢

証
拠
の
提
出
又
は
意
見
の
表
明
の
宛
先

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
三
丁
目
一
番
一
号

財
務
省
関
税
局
関
税
課
特
殊

関
税
調
査
室

㈣

本
調
査
は
日
本
語
で
実
施
す
る
こ
と
か
ら
、
証
拠
の
提
出
又
は
意
見
の
表
明
は
日
本
語
の
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
に
添
付
す
る
資
料
の
原
文
が
日
本
語
以
外
の
言
語
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
原
文
に
加

え
日
本
語
の
翻
訳
文
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

㈤

不
当
廉
売
が
さ
れ
た
貨
物
の
輸
入
の
事
実
及
び
当
該
輸
入
の
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
実
質
的
な
損
害
等
の
事
実
を
推
定

す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
決
定
の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
の
詳
細
を
記
載
し
た
報
告
書
は
、
財
務
省
及
び
経
済
産
業
省
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


